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お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

国
民
保
護
計
画（
変
更
案
）に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

　

市
で
は
、
東
京
都
国
民
保
護
計

画
と
の
整
合
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
同
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す

る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体

■
公
開
・
募
集
期
間
１１
月
２１
日

（
火
）
～
１２
月
２２
日
（
金
）

■
公
開
場
所
等
地
域
安
全
課
、
市

役
所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）、
主

な
市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

■
検
討
結
果
の
公
表
等
令
和
６
年

２
月
（
予
定
）
※
検
討
結
果
と
意

見
内
容
を
公
表
し
ま
す
。
意
見
へ

の
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
意
見
を
明
記
し
、
直

接
、
郵
送
（
消
印
有
効
）、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
地
域
安
全
課
地
域
安
全
係
（
〒

１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役

所
本
庁
舎
１
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

０
６
f
０４２

−

３８４

−

６
４
２
６
）
へ

男
女
平
等
推
進
審
議
会

委
員
募
集

　

男
女
共
同
参
画
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
検

討
・
審
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
５
人
（
選
考
）
※
男
女
の
比
率

を
考
慮
し
ま
す

■
任
期
令
和
６
年
４
月
１
日
～
８

年
３
月
３１
日
（
任
期
中
１４
回
程
度

開
催
）

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

e
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基
準

・
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

m
１２
月
４
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
小
論
文
（
８００
字
以
内
・
課
題

＝
「
小
金
井
市
の
男
女
共
同
参

画
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
や
多
様
性
へ
の
理
解
を
進
め
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
」）・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
企
画
政
策
課
男
女
共

同
参
画
室
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住

所
不
要
・
市
役
所
本
庁
舎
２
階
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
３
f
０４２

−

３８７

−

１
２
２
４
）
へ

市
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
第
４
回
小
金
井
市
議

会
定
例
会
を
１１
月
３０
日
（
木
）
か

ら
開
催
し
ま
す
。
原
則
、
午
前
１０

時
か
ら
、
本
会
議
は
議
場
（
市
役

所
本
庁
舎
４
階
）、
委
員
会
は
第

一
会
議
室
（
同
３
階
）
で
行
い
ま

す
。
議
会
の
よ
う
す
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
の
日
程
、
議
案
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

i
議
会
事
務
局
（
☎
０４２

−

３８７

−

９

９
４
７
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張

申
請
受
付

　

申
請
に
は
、
顔
写
真
付
き
本
人

確
認
書
類
等
が
必
要
で
す
。
詳
細

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

d
１２
月
１９
日
（
火
）
午
前
９
時
５０

分
～
午
後
０
時
５０
分

b
東
小
金
井
駅
開
設
記
念
会
館
・

マ
ロ
ン
ホ
ー
ル

s
１９
人
（
申
込
順
）

e
当
日
は
顔
写
真
を
撮
影
し
ま
す

m
１１
月
１５
日
か

ら
、
市
申
込
フ

ォ
ー
ム
（h

tt

p
s://lo

g
o
fo

rm
.jp
/fo
rm
/

p
C
d
3
/4
0
5
4
3
0

）
で

i
市
民
課
市
民
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
０
）

ふ
る
さ
と
納
税
の
お
礼
品
の

協
賛
事
業
者
募
集

　

市
で
は
、
ま
ち
の
魅
力
発
信
と

地
域
産
業
の
振
興
の
た
め
、
ふ
る

さ
と
納
税
の
お
礼
品
を
提
供
し
て

い
た
だ
け
る
事
業
者
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
お
礼
品
の
要
件
は
、
市

内
で
生
産
さ
れ

た
も
の
や
、
市

の
広
報
を
目
的

と
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
商
品
等
で

す
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
０
０
）

令
和
６
年
度
実
施
協
働
事
業

提
案
制
度
の
提
案
を
募
集

　

市
と
一
緒
に
行
い
た
い
事
業
の

提
案
を
募
集
し
ま
す
。
詳
細
は
募

集
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
事
前
相
談
期
間
１１
月
２７
日（
月
）

～
１２
月
２８
日
（
木
）

■
提
案
書
提
出
期
間
１１
月
２７
日

（
月
）～
令
和
６
年
１
月
５
日（
金
）

■
応
募
で
き
る
団
体
市
内
に
活
動

拠
点
を
持
つ
５
人
以
上
で
構
成
さ

れ
た
市
民
活
動
団
体
等

■
対
象
事
業
令
和
７
年
３
月
ま
で

に
実
施
す
る
公
共
的
な
課
題
を
解

決
す
る
事
業
（
市
の
補
助
は
５０
万

円
ま
で
希
望
で
き
ま
す
）

■
事
業
の
種
類
▽
市
民
提
案
型
＝

団
体
等
が
自
由
な
発
想
力
を
活
か

し
て
公
共
的
課
題
を
設
定
し
、
そ

の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
市
と
と

も
に
実
施
す
る
提
案
事
業
▽
行
政

提
案
型
＝
あ
ら
か
じ
め
市
が
公
共

的
課
題
を
設
定
し
、
そ
の
課
題
解

決
の
た
め
に
、
市
と
と
も
に
実
施

す
る
提
案
事
業
。
令
和
６
年
度
の

公
共
的
課
題
は
募
集
要
項
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

■
審
査
方
法
書
類
審
査
、
公
開
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン

グ
審
査

■
募
集
要
項
配
布
場
所
等
１１
月
２２

日
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）、
市

民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
室
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

e
事
前
相
談
が
必
須
の
た
め
、
初

め
に
市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準

備
室
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い

i
事
前
相
談
に
つ
い
て
＝
市
民
協

働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
室
（
☎
０４２

−

３８５

−

７
７
６
７
）、
制
度
に
つ

い
て
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文

化
推
進
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
９
２

３
）マ

ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
再
配
布

　

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
第
２
弾
桜

水（
お
う
す
い
）く
ん（
通
常
版
）

を
配
布
し
ま
す
。
※
事
前
予
約
や

郵
送
は
で
き
ま
せ
ん

■
配
布
再
開
日
１１
月
１５
日
（
水
）

d
b
月
曜
～
金
曜
日
＝
下
水
道
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）、
土

曜
・
日
曜
・
祝
日
＝
文
化
財
セ
ン

タ
ー
※
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午

後
４
時
３０
分
（
正
午
～
午
後
１
時

除
く
）

■
配
布
枚
数
１
人
１
枚
（
配
布
枚

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）

i
下
水
道
課
業
務
設
備
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
８
）

小
口
事
業
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度
年
内
の

申
し
込
み
は
お
早
め
に

　

市
で
は
、
地
元
商
工
業
の
活
性

化
支
援
の
た
め
に
、商
工
業
者（
法

人
・
個
人
）
が
必
要
と
す
る
事
業

資
金
を
有
利
な
条
件
で
利
用
で
き

る
よ
う
、
市
内
金
融
機
関
へ
融
資

の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

融
資
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に

は
、
利
息
の
一
部
を
市
が
負
担

し
、
保
証
機
関
へ
の
保
証
料
（
当

該
融
資
相
当
分
）
の
最
大
２
分
の

１
を
補
助
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
、
随
時
、
受
け
付

け
て
い
ま
す
が
、
年
末
は
保
証
機

関
へ
の
申
し
込
み
が
集
中
す
る
た

め
、
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

i
経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
１
）

廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
野
焼

き
）
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

法
令
等
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
野

焼
き
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

焼
き
芋
や
芋
煮
会
等
を
開
催
す

る
際
は
、
事
前
に
周
知
す
る
な
ど

近
隣
へ
の
配
慮
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
枝
木
・
雑
草
・
落
ち
葉

は
、
資
源
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す

る
た
め
、
各
地
区
の
指
定
収
集
日

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
、
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
カ
レ
ン

ダ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

i
▽
野
焼
き
に
つ
い
て
＝
環
境
政

策
課
環
境
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

１
７
）
▽
回
収
に
つ
い
て
＝
ご
み

対
策
課
清
掃
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９

８
３
５
）

都
営
住
宅
（
地
元
割
当
）
の

入
居
者
募
集

■
募
集
戸
数
①
２
人
以
上
の
世
帯

向
け
１
戸
＝
東
町
②
３
人
以
上
の

世
帯
向
け
１
戸
＝
桜
町
※
い
ず
れ

も
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃
①
２
万
３
千
６００
円
～
５
万

３
千
５００
円
②
２
万
６
千
４００
円
～
５

万
千
９００
円

■
入
居
予
定
日
令
和
６
年
６
月
以

降■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

▽
市
内
に
居
住
し
て
い
る
成
年
者

（
１８
歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

▽
同
居
親
族
が
い
る

▽
世
帯
の
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
内
で
あ
る

▽
住
宅
に
困
っ
て
い
る

▽
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

■
申
込
書
配
布
期
間
１１
月
２０
日

（
月
）
～
１２
月
４
日
（
月
）

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）

m
１２
月
４
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

直
接
ま
た
は
郵
送
で
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
住
宅
係
（
〒
１８４

−

８
５
０

４
住
所
不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６

１
）
へ

男
女
共
同
参
画
情
報
誌「
か
た
ら
い
」

５８
号
を
発
行
し
ま
し
た

「
か
た
ら
い
」
は
、
市
民
編
集
委

員
が
、
企
画
・
執
筆
・
編
集
等
を

行
い
、
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る

情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ

ア
ス

−

無
意
識
の
思
い
込
み
」
を

特
集
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
主
な
公
共
施
設
等
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

i
企
画
政
策
課
男
女
共
同
参
画
室

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
３
）

　施設利用にあたっての参考
に、ぜひご活用ください。
i環境政策課環境係（☎０４２
−３８７−９８１７）

環境楽習館、環境楽習館、
滄浪泉園緑地等を滄浪泉園緑地等を
めぐるＶＲをめぐるＶＲを
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